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入院案内



回復期リハビリテーション病棟

回復期リハビリテーション病棟とは、脳血管疾患または大腿骨頸部骨折などの病気で急性期を脱し

ても、まだ医学的・社会的・心理的なサポートが必要な患者さまに対して、多くの専門職がチーム

を組んで集中的なリハビリテーションを実施し、心身ともに回復した状態で自宅や社会へ戻ってい

ただくことを目的とした病棟です。

１

リハビリテーションの特徴

専門のスタッフがより専門性を活かし、回復期・維持期のリハビリテーションを提供。

患者さまとご家族のトータルケア＆早期復帰を集中的にサポートします。

対 象 疾 患 入 院 期 間

高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害 重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の状態 180日以内

脳血管疾患 脊髄損傷 頭部外傷 くも膜下出血のシャント手術後 脳腫瘍、脳炎 急性脳症 脊髄炎 多発性神経
炎 多発性硬化症 腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態または義肢装着訓練を要する状態

150日以内

大腿骨 骨盤 脊髄 股関節若しくは膝関節の骨折又は2肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態

90日以内
外科的手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術又は発症後の状態

股関節又は膝関節の置換術後の状態

急性心筋梗塞 狭心症発症その他急性発症した大血管疾患又は、手術後の状態

大腿骨 骨盤 頚椎 股関節又は膝関節の神経 筋又は人体損傷後の状態 60日以内

※入院期間は患者さまの状態により異なります。

回復期リハビリテーション病棟の対象となる疾患について

チーム医療による専門的サポート

患者さま一人ひとりに合わせた関わりを

多職種によるチーム医療で、互いの専門性を活かして治療、看護にあたります。

患者さま一人ひとりに合わせた計画を立て、脳障害や運動麻痺をはじめとする後遺症の回復や日常生活動作の改善・

向上を目指します。入院中のリハビリテーションだけではなく、退院後の生活を見据え、各種手続きや情報提供など、

退院し社会や家庭に復帰できるようサポートも行なっていきます。

病棟生活のすべてがリハビリテーション

回復期リハビリテーション病棟は１日２４時間、日常生活動作能力の向上を目指したリハビリテーションの場です。

医師を中心に看護師・介護士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など専門スタッフがチームでサポートいたします。

充実した診療体制 セラピストの充実 ３６５日毎日リハビリ リハビリ看護

手術後の脳疾患や廃用系の
疾患にも対応できます。

理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士がそれぞれ専門性の
高いリハビリを行う事で、患
者さま一人ひとりに合ったリ
ハビリを提供します。

３６５日毎日、患者さまの状
態に合わせたリハビリテー
ションを提供します。

セラピストと連携し、患者さ
まのリハビリテーション時間
（１日最大３時間）以外の入
院生活時間（２１時間）にお
いても、看護師・介護士が患
者さまのリハビリを支えます。
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入院費について

高額療養費制度について

高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払った額が、暦月（月の初めから終わりまで）で一定額を超えた場合に、
その超えた金額の支給を受けることができる制度です。所定の窓口で「限度額適用認定証」の発行を申請し、病院の
窓口に提示することで制度を利用することができます。制度の概要は以下のとおりです。

所得区分（適用区分） ひと月の上限額 4か月目以降 （※2） 食事代（1食）

①
（ア）

年収 約1,160万円 以上 252,600円
140,100円 490円

健保：標準報酬月額83万円以上
国保：年間所得（※1）901万円以上

＋（医療費-842,000円）×1％

②
（イ）

年収 約770万円～1,160万円 167,400円
93,000円 490円

健保：標準報酬月額53万円～83万円未満
国保：年間所得600万円～901万円以下

＋（医療費-558,000円）×1％

③
（ウ）

年収 約370万～約770万円 80,100円
44,400円 490円

健保：標準報酬月額28万円～53万円未満
国保：年間所得210万円～600万円以下

＋（医療費-267,000円）×1％

④
（エ）

年収 約370万円以下
57,600円 44,400円 490円

健保：標準報酬月額28万円未満
国保：年間所得210万円以下

⑤
（オ）

住民税非課税 35,400円 24,600円
230円（～90日）
180円（91日～）

所得区分（適用区分） ひと月の上限額（世帯ごと※3） 4か月目以降 （※2） 食事代（1食）

現
役
並
み

年収 約1,160万円 以上 252,600円
140,100円 490円

健保：標準報酬月額83万円以上
国保後期：課税所得690万円以上

＋（医療費-842,000円）×1％

年収 約770万円～1,160万円 167,400円
93,000円 490円

健保：標準報酬月額53万円以上83万円未満
国保後期：課税所得380万円以上690万円未満

＋（医療費-558,000円）×1％

年収 約370万～約770万円 80,100円
44,400円 490円

健保：標準報酬月額28万円以上53万円未満
国保後期：課税所得145万円以上380万円未満

＋（医療費-267,000円）×1％

一
般
Ⅱ

年収 約156万円～370万円
57,600円 44,400円 490円

健保：標準報酬月額26万円未満
国保後期：課税所得145万円未満（※4）

一
般
Ⅰ

年収 約156万円～370万円
57,600円 44,400円 490円

健保：標準報酬月額26万円未満
国保後期：課税所得145万円未満（※4）

低
所
得
者

Ⅱ 住民税非課税世帯 24,600円 －
230円（～90日）
180円（91日～）

Ⅰ 住民税非課税世帯

（年金収入80万円以下など）
15,000円 － 110円

【70歳未満の方】

※1 ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計額から基礎控除（33万円）を
 控除した額（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない）のことを指します。（いわゆる「旧ただし書所得」）

※2 高額療養費を申請される月以前の直近12か月の間に高額療養費の支給を受けた月が3か月以上ある場合は、4か月目から「多数該当」という扱いに
 なり、自己負担限度額が軽減されます。

【70歳以上の方】

70歳～74歳の方は「高齢受給者証」を、75歳以上の方は「後期高齢者医療受給者証」をご提示いただくだけで、窓口
での支払いが自己負担限度額までになります。また住民税非課税世帯の方には申請することで「限度額適用・標準負
担額減額認定証」（区分I・区分II）が発行され、支払額がさらに減額されます。

※3 同じ世帯で同じ保険者に属する者
※4 世帯収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

⚫ 申請窓口は健康保険以外の方はお住まいの市町村の役所、健康保険の方はお勤めの会社、若しくは保険者になります

⚫ その他の医療費助成制度（重度障がい者医療費助成等）を利用できる方は、さらに窓口負担が軽減されます。

詳細は担当の医療ソーシャルワーカーにご相談ください。

【労災・交通事故の場合】

労災・交通事故での診療につきましては、受付の際に必ずお申し出ください。

【医療費控除】

医療費は税金控除の対象になります。領収書は再発行できませんので、大切に保管してください。



紛 失 防 止 の た め 、 お 名 前 を ご 記 入 く だ さ い

□ 下着
□ マスク
 （必ずご着用ください）

□ 靴下
□ 各種書類
 （同意書、承諾書等）

□ お薬手帳
□ 常用薬
（内服・外用・残薬等）

□ 履きなれた靴（スリッパ不可）

入院の準備

す べ て の 方

□ 入院申込書（兼誓約書）

□ 健康保険証

□ 診察券

入院手続きに必要なもの

□ 限度額適用認定証

□ 各種受給者証

□ 介護保険関連書類

□ マイナンバーカード

入院の際に必要となる衣類・タオル類・日用品・紙おむつを日額定額制のレンタルでご利用

いただけるサービスです。入院費保証サービス付きのため、安心してご入院いただけます。

入院前の登録を推奨しております。詳しくは別紙の資料をご参照ください。

※ ＣＳセットに衣類のサイズがない場合は、お手数ですがご自身で用意ください。

※ 保険・住所・氏名の変更及び医療券申請中の方は、受付時に必ずお申し出ください。

※ 入院保証金は不要です。

【限度額適用認定証について】

事前または入院中に限度額適用認定証をご用意いただくことで、窓口負担金が自

己負担限度額までとなります。

サンダル

つっかけ

運動靴

上履き

希 望 者 ・ 該 当 者

入院時の持ちもの

ＣＳセット

３



⚫ 上記のもの以外の持ち込みに関しましては、病棟職員までご相談ください。

⚫ 治療上コンセントが必要になった際、コンセントを使用できなくなる場合があります。

⚫ 状況により電化製品の使用を認められない場合があります。ご了承ください。

患者さまがお持ち込みされた電化製品に関する

故障、紛失、盗難等のトラブルにつきまして、当院では

一切の責任を負いかねます。（※データの消失等も含む）

患者さまの責任のもと、ご使用をお 願 いいたします。

持ち込み不可

テ レ ビ ・ 暖 房 器 具 類 ・ 小 型 冷

蔵 庫 ・ コ ー ヒ ー メ ー カ ー ・ 電

気 ポ ッ ト ・ ジ ュ ー サ ー ・ オ ー

ブ ン ト ー ス タ ー ・ 空 気 清 浄

器 ・ 加 湿 器 ・ 除 湿 器 等

持ち込み可

ノ ー ト パ ソ コ ン ・ タ ブ レ ッ ト

携 帯 ラ ジ オ ・ ゲ ー ム 機

電 気 カ ミ ソ リ ・ ヘ ア ア イ ロ ン

電 動 歯 ブ ラ シ

ド ラ イ ヤ ー （ 貸 出 有 ） 等

お薬は入院時に看護師へお渡しください。

常用薬のある方は、ご自宅にある残薬すべてをご持参ください。

入院中に他医療機関を受診することは原則としてできません。（Ｐ９参照）

他医療機関の処方薬が必要な場合は、医師または看護師に必ずご相談ください。

医師の指示により薬剤の内容が変更になる場合があります。（※ジェネリックへの変更含む）

電化製品について

お薬について

原則として、現金、貴重品のお預かりはできません。

現金、貴重品、身の回り品はご自身で

セーフティーＢＯＸでの管理をお願いいたします。

貴重品、身の回り品に関する故障・紛失・盗難等の

トラブルにつきまして、当院では一切の責任を負いかねます。
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Ｐ※ 貴重品には、義歯、補聴器、メガネ等も含みます。

４

現金・貴重品・身の回り品について



⚫ 消灯後はベッドサイドのライトをお使いください。

⚫ ２１時以降はテレビや動画のご視聴をお控えください。

入院中の生活

⚫ 入院中の付添人は必要ありません。

一日の過ごし方

外出・外泊について

付き添いについて

面会について

５

６:００
起床

２１:００
消灯

リハビリ
検査・入浴等

７:４５
朝食

１８:００
夕食

リハビリ
検査等

１２:００
昼食

⚫ 感染症拡大防止のため外出・外泊を禁止しております。予めご了承ください。

面会時間
全日１４:００～１６:００
１日１回 １５分

面会人数 ２名まで ※高校生以上

面会場所 各病棟

⚫ 面会中は職員の指示に従ってください。

⚫ 患者さまの病状により面会をお断りすることがございます。

⚫ リハビリや入浴を優先するため、面会をお待ちいただく場合や、

面会ができない場合がございます。予めご了承ください。

－以下に該当する方はご面会いただけません－

⚫ ３７.５℃以上の発熱や諸症状のある方

⚫ 中学生以下の方（１５歳以下の方）

⚫ １０日以内に新型コロナウイルスに感染された方

⚫ 面会のルールを遵守されない方



⚫ マナーモードに設定してください。

⚫ 通話は６：００から２１：００までデイルームにてご利用いただけます。

⚫ 音を出すことは禁止です。イヤホンをご利用ください。（※個室を除く）

⚫ リモート会議、リモート授業等を行う方は原則として有料個室をご利用ください。

⚫ ＦｒｅｅＷｉｆｉはございません。

⚫ 患者さまのプライバシー保護、医療行為に支障をきたす恐れがあるため、

敷地内全域撮影禁止です。

⚫ 患者さまの安全を守るため、識別用のネームバンドを装着していただきます。

⚫ 点滴、注射、検査、処置、書類の受け渡し等、本人確認が必要な場面では

その都度お名前をお伺いいたしますので、フルネームでお名前をお答えください。

趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

⚫ 院内での飲酒は禁止しております。

⚫ ノンアルコール飲料や類似品に関しましてもお持ち込みはご遠慮ください。

⚫ 敷地内全域禁煙です。（喫煙所はございません。）

⚫ 入院中は症状や必要な情報を可能な限り詳しくお伝えください。

⚫ 職員の説明がわかりにくい場合は、ご理解いただけるまでご遠慮なくご質問ください。

⚫ アレルギーに関する情報は、入院時に医師又は看護師にお伝えください。

⚫ 職員に対するお心遣いは例外なくご遠慮願います。

⚫ 当院は教育病院として療法士の実習生を受け入れております。

ご理解、ご協力をお願いいたします。

携 帯 電 話の 使 用につ い て

本人確認について

飲酒・喫煙について

その他
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個包装で食べきりサイズの食品

ペットボトルや缶の飲料

常温保存が可能なもの

生花

生物

匂いの強いもの

差 し 入 れ・ 洗 濯につ い て

⚫ 患者さまへの差し入れ、洗濯物の交換は１階【案内】で承ります。（平日9時～17時）

⚫ 消費期限切れのものや、患者さまの体調などによって看護師が提供不可と判断した

ものについては処分させていただきます。予めご了承ください。



病棟設備

⚫ 他の患者さまの病状や治療上の理由により、お部屋のご希望やベッドの位置の

ご希望に添えない場合や、部屋の移動をしていただく場合がございます。

⚫ 床頭台にセーフティーボックスがございます。

盗難防止のため必ず施錠し、カードキーは常に身に付けてください。

区分 料金／日
（税込）

テ レ ビ
冷 蔵 庫
ロッカー

洗面台 トイレ 浴室 電話
応接
セット

個室Ａ ２２,０００円 〇 〇 〇 － 〇 〇

個室Ｂ １３,２００円 〇 〇 － － 〇 〇

２床室 ３,３００円 〇 〇 － － － －

５床室 ０円 〇 － － － － －

病室案内

７

プリペイドカード式のＴＶ、冷蔵庫のご利用には、

テレビカード（１枚１０００円）の購入が必要です。

※売店はございません

⚫ 公衆電話 … １階エレベーター横

⚫ 電子レンジ … ３階、４階給湯室

⚫ 電気ケトル … ３階、４階給湯室

ＴＶ・冷蔵庫

◆ 販売機：３階・４階デイルーム

◆ 精算機：３階

その他設備

⚫ 自動販売機（飲料） … １・３・５階

⚫ 〃 （軽食） … ５階

⚫ 〃 （マスク） … １階正面玄関

⚫ テレビ … テレビカード１枚で６９０分視聴できます。（約１１時間半）

⚫ 冷蔵庫 … １回２４時間の通電で、テレビカード７０分分消費します。

※２４時間単位での引き落としのため払い戻し不可。



⚫ 各階に非常口がございます。

⚫ 災害時には職員の指示に従って行動してください。

⚫ 地震の際にはエレベーターが停止いたします。

⚫ 避難の際にはエレベーターの使用はお控えください。

⚫ 郵便物の発送をご希望の方は、病棟職員までご相談ください。

⚫ 患者さまへ荷物をお送りの際は、患者さま氏名と病室番号を必ず記載してください。

郵便物について

災害時について
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新聞の取寄せについて

⚫ 新聞の転配送をご希望の方は、病棟職員までご相談ください。

病棟 G a l l e r y

個室Ａ

防犯カメラについて

⚫ 安全・防犯のため、病院玄関に防犯カメラを設置しています。

個室Ｂ

２床室

５床室

デイルーム

リハビリ室

８



禁止行為

以下に記載する迷惑行為等により病院の運営・管理に支障

をきたす恐れがある場合、診療の継続をお断りし退院して

いただくことがございます。警察へ通報することもござい

ますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

多額の現金、危険物（ハサミ、カッター、ライター等）、酒、タバコ、その他治療

に悪影響を及ぼすもの、他の患者さまにご迷惑をおかけするものはお持ち込みいた

だけません。※差し入れについては、別紙の資料をご確認ください。

暴力・セクハラ

暴力行為やセクハラ行

為、またはその恐れが

強いと判断される行為

無断外出・無断外泊

許可なく無断外出・無

断外泊を繰り返す等の

行為

破壊行為

建物・設備・機器等を

破壊する行為

飲酒・喫煙

院内での飲酒や病院敷

地内における喫煙行為

無断立ち入り

他の病室への出入り、

立入禁止区域等への立

ち入り行為

大声・暴言・威嚇

大声・暴言や脅迫的言

動、威嚇による迷惑行

為

診療報酬制度により、入院中の患者さまが

他医療機関を受診することは原則としてできません。

患者さまの代わりにご家族等が

お薬を取りに行く場合等も同様です。

⚫ 当院では診療を行うことができない、専門的な治療が必要となった等のやむを得

ない場合は、他院を受診する前に病棟職員まで必ずご相談ください。

⚫ 他医療機関で診療を受ける場合は、当院からの紹介状（診療情報提供書）が必要

です。

⚫ 急な入院でお困りの際は、病棟職員までご相談ください。

持 ち 込 みに つ いて

入 院 中 の他 院 の受診 に つ いて

９



⚫ 毎月１０日過ぎに前月分の請求書を患者さまへお渡し、またはご家族に郵送

いたします。その他ご希望がある方は職員までご相談ください。

⚫ 毎月２５日までにお支払いをお願いいたします。

⚫ 退院日の朝に請求書を病棟までお届けいたします。

⚫ 退院当日に精算できない方は、会計窓口までお申し出ください。

⚫ 夜間および休診日に退院された場合は、後日会計係よりご連絡いたします。

⚫ 請求書が手元にある場合は、診察券をお持ちいただきますと自動精算機で精算

することができます。

⚫ 事務手続きの都合上、退院後に追加請求をさせていただくことがありますので、

予めご了承ください。

医療費のお支払い

⚫ 現金、各種クレジットカード（※）、口座振込をご利用いただけます。

（※暗証番号の入力が必要となります。）

⚫ 振込手数料は患者さまのご負担となります。

⚫ 振込の際は、振込人欄に患者さまの氏名を必ず記入してください。

医療費に関するお問い合わせ  ０３－３７２０－２１５１（医事課）

入院医療費の計算は健康保険等の定めにより行います。

入院料は深夜０時を起点として計算します。（１泊２日の場合、２日分として計算）

ＣＳセットのお支払いは後日、株式会社エランより請求されます。

三 菱 Ｕ ＦＪ 銀 行 恵 比 寿 支店

（ 普 通 ）１ ９ ７０５ ０ ０

医 療 法 人 社 団 東 京 せ い わ 会

振込口座

自動精算機【全日】８：００～２０：００取扱時間

※診療時間外は時間外入口よりお入りください。

入 院 中 のお 支 払い

退 院 時 のお 支 払い

お 支 払 い方 法
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個人情報について

患者さまから取得した個人情報は適切に管理し、法令に基づき提供を要求された場合

を除き、ご本人の同意を得ることなくその個人情報を第三者に提供することや、利用

目的の範囲を超えて使用することはございません。

なお、患者さまの個人情報方針につきましては、ホームページにも掲載しております。

患者さまの入院に関するお電話でのお問い合わせや、お取次ぎには応じておりません。

患者さまの病状や入院の有無につきましても、患者さまご本人、もしくはご家族に直

接ご確認いただくようお願いしております。

当院では病室の入口にお名前の表示をしておりません。

個 人 情 報の 取 り扱い

個 人 情 報の 保 護

個 人 情 報の 開 示

患者さまご本人、未成年者または成年後見人の法定代理人は、当院が保有する個人

情報について開示を求めることができます。

開示をご希望の際は下記のお問い合わせ窓口までお申し出ください。

また、提供の方法に応じて別途手数料をいただいております。

なお、患者さまご自身、あるいは第三者の生命、身体、財産、その他権利・利益を

害するおそれがある場合には、ご希望に添えないことがございます。

問 い 合 わせ

窓 口

医事課受付窓口（１階）

受付時間【平日】９：００～１７：００

11



➊ 医療提供

⚫ 当院が患者さまに提供する医療サービス及びその向上

⚫ 他の病院、診療所、薬局、訪問介護ステーション、介護サービス事業者等との

連携

⚫ 他の医療機関等からの照会への回答

⚫ 患者さまの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合

⚫ 検体検査業務の委託、その他の業務委託

⚫ ご家族等への病状説明

⚫ その他、患者さまへの医療提供に関する利用

❷ 医療費請求のための事務

⚫ 医療、介護、労災保険、公費負担医療に関する事務及びその委託

⚫ 審査支払機関へのレセプトの提出

⚫ 審査支払機関または保険者からの照会への回答

⚫ 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答

⚫ その他、医療、介護、労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求

➌ 当院の管理運営業務

⚫ 会計・経理

⚫ 医療事故等の報告

⚫ 患者さまに提供する医療サービスの向上

⚫ 入退院等の病棟管理

⚫ その他、当院の運営管理業務に関する利用

➍ その他

⚫ 医師賠償責任保険等に係る保険会社等への相談または届出等

⚫ 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

⚫ 事業所等から委託を受けた健康診断に関わる事業者等への結果通知

⚫ 当院内で行われる医療実習への協力

⚫ 医療の質の向上を目的とした症例研究

⚫ 外部監査機関への情報提供

⚫ 指定感染症等における保健所への提出

当院における個人情報の利用目的
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ＴＥＬ：０３－３７２０－２１５１（代表）

０３－３７２０－２１５４（地域連携部）

Instagram

更新してます

医療法人社団 東京せいわ会

おくさわ脳卒中リハビリテーション病院

〒１５８－００８３

 東京都世田谷区奥沢３－３３－１３

ＦＡＸ：０３－３７２０－９４１１（代表）

０３－６４２１－８０２０（地域連携部） https://www.okusawa-stroke-rh.jp/
ＨＰ：
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